
聖籠町立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２６年５月２９日 

聖籠町教育委員会委員長 稲田 健一 

聖籠町教育委員会規則第４号 

聖籠町立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則 

聖籠町立図書館設置条例施行規則（平成元年教委規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第１号中「（火曜日を除く。）」を削り、「午前９時から午後６時ま

で」を「午前９時３０分から午後７時まで」に改め、同条第２号を次のように

改める。 

（２） １２月から２月までの平日 午前９時３０分から午後６時まで 

第６条第３号中「及び１２月から２月までの平日」を削り、「午前９時」を

「午前９時３０分」に改める。 

第７条第２号中「祝日（当該国民の祝日が月曜日にあたるときは、その翌日）」

を「休日（４月２９日及び１１月３日を除く。）に改める 

第８条第３号中「喫煙、」を削る。 

附 則 

この規則は、平成２６年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


